
平成２８年１月 

全国卸商業団地厚生年金基金 

年金受給者・年金受給待期者にお送りした通知文書の内容について 

 当基金では、平成２８年３月１日をもって解散となりますが、当基金の年金

受給者・年金受給待期者（受給年齢待ちの退職者）に対しては、当基金の解散

及び今後の年金支給等について、２回通知文書をお送りしております。 

 その通知文書の写しを、まとめて以下に掲載いたします。 

 （１回目）平成２７年５月２９日発送 

  ＊加算年金の有無により、通知内容が異なっております。 

     ①基本年金のみ受ける受給者・受給待期者向け通知  

     ②基本年金及び加算年金を受ける受給者・受給待期者  

送付対象者数 

 ①年金受給者 18,259 人  年金受給待期者 9,002 人 

  （合計 27,261 人）  

 ②年金受給者 4,396 人  年金受給待期者 2,796 人 

（合計 7,192 人） 

 （２回目）平成２７年１２月１１日発送 

  ＊加算年金の有無により、通知内容が異なっております。 

  ＊加算年金のある方は、所属していた事業所が後継企業年金基金に 

加入されるか否かにより通知内容が異なっております。 

     ①基本年金のみ受ける受給者・受給待期者 

     ②基本年金及び加算年金を受ける受給者・受給待期者 

（後継企業年金基金に加入しない事業所の OB）  

     ③基本年金及び加算年金を受ける受給者・受給待期者 

（後継企業年金基金に加入する事業所の OB） 

送付対象者数 

 ①年金受給者 18,452 人  年金受給待期者 9,621 人 

  （合計 28,073 人）  

 ②年金受給者 2,402 人  年金受給待期者 1,511 人 

（合計 3,913 人） 

 ③年金受給者 2,395 人  年金受給待期者 1,325 人 

（合計 3,720 人） 
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27.5.29発送（１回目）
①基本年金のみの受給者・待期者あて（おもて）

（上記電話番号による受付は終了しております）
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27.5.29発送（１回目）
①基本年金のみの受給者・待期者あて（うら）
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27.5.29発送（１回目）
②基本年金及び加算年金の受給者・待期者あて（おもて）

（上記電話番号による受付は終了しております）
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27.5.29発送（１回目）
②基本年金及び加算年金の受給者・待期者あて（うら）
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27.12.11発送（２回目）
①基本年金のみの受給者・待期者あて（おもて）

（上記電話番号による受付は終了しております）
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27.12.11発送（２回目）
①基本年金のみの受給者・待期者あて（うら）
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27.12.11発送（２回目）
②基本年金及び加算年金の受給者・待期者あて
　所属事業所後継加入しない（おもて）

（上記電話番号による受付は終了しております）
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27.12.11発送（２回目）
②基本年金及び加算年金の受給者・待期者あて
　所属事業所後継加入しない（うら）



平成２７年１2 月１1 日 

全国卸商業団地厚生年金基金 

加算年金 受給者・受給待期者のみなさまへ 

「同意書」（ハガキ）のご提出について（ご案内） 

時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

当厚生年金基金の事業運営に関しましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、当厚生年金基金では、今年 6 月に通知ハガキにてお知らせのとおり厚生年金基金解散の方針

を決定しておりましたが、この度その時期が平成28年3月（同年1月認可申請）の見込みとなりました。 

 ここで、解散に合わせて後継制度として設立することとしている企業年金基金（確定給付企業年金

法に基づく「基金型確定給付企業年金」）への加入勧奨を、今年8月下旬より加入事業所に対して行っ

てまいりましたが、このたび、あなた様がお勤めされていた（お勤めされている）事業所が正式に加入さ

れることとなりました。 

これにより、あなた様の「加算年金」を企業年金基金が引き継いで給付する条件の一つが整ったこと

となりますが、引き継ぎに際してはもう一つの条件として、加算年金受給者（および受給待期者）のみな

さまからも「同意書（解散時残余財産の交付について）」をご提出いただく必要があります。 

ついては、「同意書」（ハガキ）を同封にてお送りいたしますので、ご記入ご署名ご捺印の上、平成

28 年 2月１５日（月）までに当厚生年金基金までご返送いただきますようお願いいたします。

このご案内は、基金からの年金のうち「加算年金」についてのご案内です。「代行部分」の年金

は、当厚生年金基金解散後に自動的に国に引き継がれ、老齢厚生年金に移行します。 

同封物（必ずご確認ください） 

 □ ご説明文書（両面刷り） 

 □ 同意書（返送ハガキ）返送締切 平成 28年 2月 15 日（月）

 □ 個人情報保護シール（返送ハガキへの貼付用）

このお知らせに関するお問い合わせ 

 ０１２０－５０４８８２（専用コールセンター） 

開設期間 平成 27年１２月１４日（月）～１２月２５日（金） 

受付時間 ９：００～１７：００（月曜～金曜・祝日除く） 

《開設初日から２～３日間は電話が大変込み合います》 

あなた様の氏名：   様 

   加入員番号：  

年金証書記号番号：  
（このご案内の裏面にもご通知内容がございます） 

残余財産の分配方法（基準）について  （平成２７年９月第３７回代議員会で方針議決済）

あなた様が「同意書」をご提出されますと、分配されるべき残余財産は企業年金基金に交付（引継）さ

れ、加算年金とほぼ同額の年金が企業年金基金から支給されるようになります。したがって、その場合は

以下の記載は、結果としてあなた様が受ける給付に影響するものではありませんが、厚生年金基金の解散

による残余財産は受給者等に本来帰属すべきものであることから、その分配方法について以下のとおり厚

生労働省の通知に基づき周知させていただきます。 

当基金は、直近の見通しで解散時に残余財産（一時金相当額の８％程度）を生ずる見込みです。残余財産は、

解散時点の加入員・受給者・受給待期者に対して、各人の受給権（基金独自の給付にかかるもの）に応じて衡平

分配されます（事業主への分配は法令上不可）。 

当基金の給付は、年金額の多くを占める国の老齢厚生年金の代行部分の他に、基金独自の給付として、「①

加算部分（加算年金・一時金）」、「②基本部分プラスアルファ」があります（薄緑色の説明資料・うら面図解参照）

が、今般、下記のとおり分配方法に係る規約の変更をいたします。 

―変更後規約の分配方法― ―現行規約の分配方法― 

分配の 

基準 

「要支給額（一時金相当額）」を基準に 

上記①のみの受給権に応じ分配 

「最低積立基準額」を基準に 

上記①・②両方の受給権に応じ分配 

対象者 ・加入員（加入期間３年未満を除く） 

・加算年金受給者・待期者 

全ての受給者・待期者・加入員 

＊千円未満の少額分配が多数想定されます 

変更の 

影響 

上記②の受給権のみ有する者（選択一時金・脱退一時金満額受給済みの人）や、加

入期間 3 年未満加入員が分配対象でなくなる等の影響があります。

（変更理由）当基金の給付の多くを占める代行部分の給付は引き続き国が保証しますので、基金解散で主に影響

があるのは、基金独自の給付のうち主要な給付と位置付けられる加算部分となります。そこで、まずは加算部分

の影響に配慮すべく、既に加算部分を一時金として満額受給済の人への分配を除き、限られた残余財産を加算

部分に優先的に分配するため、規約の変更を実施することといたしました。
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※加算給付の引継をする前提として、
　分配を受ける残余財産を後継の
　企業年金基金（DB）に交付してもらう
　ことが必要
　→　同意書提出の案内と併せて通知

27.12.11発送（２回目）
③基本年金及び加算年金の受給者・待期者あて
　所属事業所後継加入する（１枚目おもて・うら）

（上記電話番号による受付は終了しております）



全国卸商業団地厚生年金基金 

残余財産交付「同意書」（受給者・受給待期者） ご説明文書 （H27.12） 

ご説明文書 （おもて） 

「同意書」ご提出について

同意書をご提出されることにより・・・

企業年金基金から「加算年金」とほぼ同額の年金が支給されます（受給権引継）
 ・既に加算年金を受給している人は、解散後も引き続き支給されます

同意書提出をもって企業年金基金が支給する年金（老齢給付金）の請求があったものとみなします 

（これまでと同一の口座に支給／平成２８年６月に第１回目（28年４，５月分）支払）

 ・解散時点で支給が始まっていない受給待期者は、60 歳支給開始となります 

但し、終身支給の廃止や毎年の支給回数・支給月等の変更が生じます。 

同意書をご提出されない場合は・・・ 

解散により加算年金の支給は平成 28年 3月分をもって廃止（終了）となります（受給権引継なし） 

厚生年金基金解散後に設立される後継企業年金基金からの年金支給はありません 

＊この場合、平成 29年に入ってから解散基金より分配金の受取に関してご案内する予定です。

【「同意書」でご同意いただく内容について】 
「本来は受給者・待期者各個人が分配をうけるべき残余財産を企業年金基金（確定給付企業年金）に

移すこと」について同意する、というものです。

当厚生年金基金（解散基金）は、解散時において残余財産が生ずる見通しとなりましたが、後継企業

年金基金は、解散基金から引継いだ加算年金に相当する年金を「加入する事業所が今後負担していく

掛金」と「解散基金から交付（引継）を受けた残余財産」を原資に支給を行っていきます。 

ご所属されていた事業所は後継基金に加入されることとなったため、あなた様が同意書をご提出され

ることで下記のとおり後継基金からの年金支給ができるようになります。 

なお、直近の見通しでは、残余財産分配額は、各加入員・受給者等の解散時点における「一時金相

当額」（「同意書」ご提出により後継基金が全額保証する金額）の８％程度とみています。 
（解散後の清算期間中の記録整備等により、実際の分配額はこの見通しと異なる可能性があります。） 

金額的には、「同意書」をご提出いただき企業年金基金の給付を受けるほうが有利となります。

現行の「加算年金」と、引継を受けた企業年金基金の年金との主な相違点 

①企業年金基金から支給する年金は、年額は加算年金とほぼ同じですが、支払保証期間付の 

終身型から 20 年支払保証の有期型に切り替わります 

（終身年金は廃止・支給期間は解散前から通算します） 

②従来、年金年額に応じた４パターン（年１回払・年２回払・年４回払・年６回払）であった支払期月

が、企業年金基金では年２回払（６月・１２月）の１パターンになります 

  （ちなみに、代行部分は国の年金に合算されますので、年６回偶数月に支給となります） 
③平成 15 年 10 月以前に資格喪失された受給待期者等については、将来支給が始まる年金の額が、

資格喪失時にご案内した加算年金額と異なる場合があります。 

残

余

財

産 

後継企業年金基金へ移す 

（交付・引継） 
今後の事業主の掛金と合せて

厚生年金基金から引き継ぐ 

加算年金の原資となります 

同意書ご提出 

同意書提出されない場合 

後継企業年金基金から 

年金支給 

（加算年金引継） 

後継企業年金基金から支給なし 

解散で加算年金支給廃止 
原則、各個人に対し 

分配金支払（H29年予定） 

全国卸商業団地厚生年金基金 

残余財産交付「同意書」（受給者・受給待期者） ご説明文書 （H27.12） 

ご説明文書 （うら） 

（参考）厚生年金基金解散と後継制度設立について

厚生年金基金からの年金支給は平成28年３月分までとなります。

〔基本年金の解散後の取扱い〕 

基本年金のうち代行部分は、平成 28年４月分以降、国の老齢厚生年金に合算されて支給。 
（基本年金プラスアルファ（平均年額約 3,700 円）は支給がなくなります。） 

なお、現在基本年金が支給停止されている人、解散時までに受給年齢に達しない人（受給待

期者）も、28年3月の当厚生年金基金解散により、代行部分の支給義務が全額国に移転されま

すので、代行部分の受給権は確保され将来老齢厚生年金として支給を受けることとなります。 

（但し、国の年金に移行するにあたって下記のとおりご注意点がございます。） 

（参考）既に年金を受給している人のご注意点 （前回 6月通知ハガキの再掲・一部改訂）

１．国の年金の指定口座へ代行部分の年金が合算されて支給されます（28年 6月 15日支給分より）。 

    ※基金の残務整理の状況により、国からの支給が遅れる場合があります。 

２．「代行部分」の年金の受給要件は、「老齢厚生年金」の受給要件となります。 

 「老齢厚生年金」の受給要件となることで、支給額等に影響する可能性がある人は、以下のとおりです。 

①支給要件となる加入期間（原則公的年金25年加入）が足りない人 

②在職老齢年金を受けている人 

③雇用保険との調整を受けている人 

④遺族・障害年金を受けている人 

例えば・・・現在、基金から年金をもらっているが、国からは年金をもらっていない 

   国から年金をもらっているが、遺族年金や障害年金としてもらっている 
（又は国からは老齢基礎年金のみをもらっている） 

といった人は、解散後の国からの年金額について、一度、お近くの年金事務所や日本年金機構

ねんきんダイヤル（0570-05-1165 又は 03-6700-1165）等にお問い合わせされることをおす

すめします（支給停止の発生等にご注意下さい）。 

 なお、基金では解散後の国からの年金額については回答いたしかねます。

①　加算部分
（加算年金・一時金）

②基本年金プラスアルファ

③　基本年金 老齢厚生年金
　　（代行部分） 報酬比例部分
老齢厚生年金の 　国に保険料納付

報酬比例部分を代行 　国から年金支給

老齢基礎年金 老齢基礎年金
ほか ほか

現行の給付 解散後の給付

（廃止）　＊平均年額約3,700円

　平成28年4月分から　平成28年3月分まで

国
の
年
金

企業年金基金
（老齢給付金等）

基金の加算部分を引継

国
の
年
金

厚
生
年
金
基
金

基
金
解
散
・
後
継
制
度
設
立

受給者等の「同意書」 

ご提出を前提に引継

企業年金基金は、交付

（引継）された残余財産

と、事業主からの掛金負

担を原資として年金給付

を行います 

代行部分の年金は全額

老齢厚生年金に自動的

に引き継がれます 

＊同意書の提出の有無 

とは無関係です 

＊支給停止の発生等に 

注意 
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27.12.11発送（２回目）
③（２枚目おもて・うら）


